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と き 令和 3年 5月 11日（火）午後 2時から    

ところ 上越文化会館 4階 大会議室      

 

 

 

１ 開 会 

  

２ 付 議 

  

３ 都市整備部長挨拶 

  

４ 議案審議 

  ○諮問案件（新潟県決定） 

第 1号議案 上越都市計画区域区分の変更 

第 2号議案 上越都市計画臨港地区の変更 

     第 3号議案 上越都市計画道路の変更 

○付議案件（上越市決定） 

第 4号議案 上越都市計画用途地域の変更 

第 5号議案 上越都市計画特別用途地区の変更 

第 6号議案 上越都市計画地区計画の変更 

第 7号議案 上越都市計画下水道の変更 

第 8号議案 上越都市計画ごみ焼却場の変更 

○報告案件 

第 9号議案 上越市立地適正化計画の変更 

 

５ 答 申 

  

６ 閉 会 
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第１号議案 

 

上越都市計画区域区分の変更（新潟県決定） 

 

 

八 千 浦 地区 

港町二丁目 地区 

土   橋 地区 

石   沢 地区 
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上越都市計画区域区分の変更（新潟県決定） 

 

 上越都市計画における区域区分を次のように変更する。 

 

 1.市街化区域及び市街化調整区域の区分 

  「計画図」表示のとおり、変更する。 

 

 2.人口フレーム（変更なし） 

 年次 

区分 

平成 22年 

（基準年） 

令和 2年 

（目標年次） 

都市計画区域内人口 149 千人 145 千人 

 

市街化区域内人口 126 千人 128 千人 

 

配分する人口 － 127.4 千人 

 

保留する人口 － 0.6 千人 

（特定保留） － 0.6 千人 

（一般保留） － 0 千人 
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都市計画の変更理由書 

 

【都市計画の内容】 

 八千浦地区（約 9.0ha）及び港町二丁目地区（約 0.01ha）は、重要港湾に指定されてい

る直江津港港湾区域の公有水面埋立地等であり、港湾施設として整備した岸壁及び道路等

を港湾管理者が管理運営を行うことから、臨港地区に指定するため市街化区域に編入する

ものです。 

 また、土橋地区（約 1.9ha）及び石沢地区（約 0.2ha）は、市街化区域の農地であり、都

市的土地利用が見込まれないことから、営農を継続するため市街化調整区域に編入するも

のです。 

 なお、区域区分の変更により、市街化区域及び市街化調整区域の面積を次のとおり変更

します。 

 

 変更前 変更後 増減 

市街化区域の面積 4,468 ha 4,475 ha 7 ha増 

市街化調整区域の面積 21,595 ha 21,588 ha 7 ha減 

 

 

【都市の将来像における位置付け】 

 八千浦地区及び港町二丁目地区は、上越市都市計画マスタープランにおいて、拠点のゲ

ートウェイに位置付けられており、土橋地区及び石沢地区は、田園地域に隣接した市街地

です。 

 

【都市計画の変更の必要性】 

 八千浦地区及び港町二丁目地区は、港湾施設として整備した岸壁及び道路等を港湾管理

者が管理運営を行うため臨港地区に指定するものであり、土橋地区及び石沢地区は、都市

的土地利用が見込まれないことから、土地所有者が営農を継続するため市街化調整区域に

編入するものであり、本件の変更は必要であるものと考えます。 

 

【位置、区域及び規模の妥当性】 

 八千浦地区及び港町二丁目地区は、港湾管理者が管理運営を行う港湾施設の区域を指定

しており、土橋地区及び石沢地区は、土地所有者の意向を踏まえ、営農を継続する土地を

区域として指定していることから、本件の位置、区域及び規模は妥当であるものと考えま

す。 
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総 括 表 

 

1.基本方針 

 

⑴都市計画区域の概要 

 上越都市計画区域は、上越市のみで構成する都市計画区域です。 

 都市計画区域、市街化区域及び市街化調整区域の面積規模は、次のとおりです。 

 

 都市計画区域等の面積規模（最終変更：平成 29年 10月） 

市町村名 行政区域 都市計画区域 市街化区域 
市街化調整区

域 

上越市 97,389 ha 26,063 ha 4,468 ha 21,595 ha 

 

 

⑵変更方針 

 八千浦地区（約 9.0ha）及び港町二丁目地区（約 0.01ha）は、重要港湾に指定されてい

る直江津港港湾区域の公有水面埋立地等であり、港湾施設として整備した岸壁及び道路等

を港湾管理者が管理運営を行うことから、臨港地区に指定するため市街化区域に編入する

ものです。 

 また、土橋地区（約 1.9ha）及び石沢地区（約 0.2ha）は、市街化区域の農地であり、都

市的土地利用が見込まれないことから、営農を継続するため市街化調整区域に編入するも

のです。 
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2.変更までの時間的経緯 

 

 上越都市計画の区域区分は、昭和 59 年 12 月に当初決定し、平成 3 年 3 月、平成 13 年

3月及び平成 21年 3月の計 3回、定期見直しを行いました。 

 その間、昭和 62 年 8 月、平成 16 年 3 月、平成 18 年 3 月、平成 19 年 10 月、平成 21

年 12月、平成 22年 12月及び平成 26年 11月に随時変更を行っています。 

 

変更までの区域区分の経緯 

新規・変更 

年月日 
計画決定等 都市計画区域 市街化区域 市街化調整区域 

昭和 59年 12月 当初決定 25,928 ha 3,548 ha 22,380 ha 

昭和 62年 8月 随時変更 25,928 ha 3,572 ha 22,356 ha 

平成 3年 3月 
第 1回 

定期見直し 
25,962 ha 3,992 ha 21,970 ha 

平成 13年 3月 
第 2回 

定期見直し 
25,962 ha 4,334 ha 21,628 ha 

平成 16年 3月 随時変更 25,962 ha 4,364 ha 21,598 ha 

平成 18年 3月 随時変更 26,026 ha 4,433 ha 21,593 ha 

平成 19年 10月 随時変更 26,026 ha 4,437 ha 21,589 ha 

平成 21年 3月 
第 3回 

定期見直し 
26,026 ha 4,434 ha 21,592 ha 

平成 21年 12月 随時変更 26,048 ha 4,456 ha 21,592 ha 

平成 22年 12月 随時変更 26,055 ha 4,463 ha 21,592 ha 

平成 26年 11月 随時変更 26,055 ha 4,468 ha 21,587 ha 
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3.変更の内容 

 

⑴人口 

 

前回計画 今回計画 

行政区域 
都市計画

区域 

市 街 化 

区域 
行政区域 

都市計画

区域 

市 街 化 

区域 

 

平成 22年 

 

204千人 

 

149千人 

 

126千人 

 

204千人 

 

149千人 

 

126千人 

 

令和 2年 

 

190千人 

 

145千人 

 

128千人 

 

190千人 

 

145千人 

 

128千人 

 

 

⑵面積及び人口密度 

行政 

区域 

都市計

画区域 

変更前

市街化

区域 

今回変更面積 変更後

市街化

区域 

保留さ

れた 

区域 

可住地

人口 

密度 
追加 除外 増減 

ha 

97,389 

ha 

26,063 

ha 

4,468 

ha 

9 

ha 

2 

ha 

7 

ha 

4,475 

ha 

10 

人/ha 

53 
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4.箇所別調書 

 

⑴市街化区域編入予定箇所 

番号 市町村名 地区名 面積 予定用途 編入理由 備考 

1 上越市 八千浦  9.0ha 工業系 公的開発  

2 上越市 
港町 

二丁目 
0.01ha 工業系 公的開発  

 計 2地区 9.01ha    

 

 

⑵市街化調整区域編入予定箇所 

番号 市町村名 地区名 面積 予定用途 編入理由 備考 

3 上越市 土橋  1.9ha 農地 営農  

4 上越市 石沢 0.2ha 農地 営農  

 計 2地区 2.1ha    

 

 

⑶市街化区域編入が保留される箇所 

番号 市町村名 地区名 面積 予定用途 編入理由 備考 

1 上越市 大貫東  9.7ha ― ―  

 計 1地区 9.7ha    
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